
番号 ページ 項目 修正箇所 修正内容

1 P8,16 Ⅰ.3.7
空調の使用量に応じた課
金体系の導入

【評価内容】主たる用途の空調料金の課金方法に、熱量及び電力
量に応じた課金体系（電力量のみの場合を除く。）が導入されて
いるか。

【評価内容】主たる用途のテナント空調料金の課金方法に、熱量
及び電力量など使用量に応じた課金体系（電力量のみの場合を除
く。）が導入されているか。

2 P11,38 Ⅱ3c.18
事務室のセンサーによる
照明制御単位の細分化

【評価内容】主たる事務室の明るさセンサーによる照明制御単位
の細分化が、主たる事務室に導入されているか。

【評価内容】】主たる事務室の明るさセンサーによる照明制御単
位の細分化が、主たる事務室に導入されているか。

3 P12,41 Ⅱ3f.5
高効率ブロワ・その他設
備に係る高効率ポンプの
導入

【評価内容】高効率ブロワ、その他設備（空調用、冷却水用、給
水用以外の設備をいう。以下同じ。）に係る高効率ポンプ（循環
ポンプなど稼働時間が長いものに限る。）が導入されているか。

【評価内容】高効率ブロワ又はその他設備（空調用、冷却水用、
給水用以外の設備をいう。以下同じ。）に係る高効率ポンプ（循
環ポンプなど稼働時間が長いものに限る。）が導入されている
か。

4 P12,42 Ⅱ3f.8
ブロワ・その他設備に係
るポンプのインバータ制
御の導入

【評価内容】ブロワ、その他設備のポンプにインバータ制御が導
入されているか。

【評価内容】ブロワ又はその他設備に係るポンプにインバータ制
御が導入されているか。

5 P13,44 Ⅲ1b.12
エレベーター機械室・電
気室の室内設定温度の適
正化

【評価内容】エレベーター機械室及び電気室（ＵＰＳ・蓄電池専
用室を除く。）の室内設定温度の適正化（30℃以上の場合に限
る。）が、全エレベーター機械室数及び全電気室数に対して、ど
の程度の割合で実施されているか。

【評価内容】エレベーター機械室及び電気室（ＵＰＳ・蓄電池専
用室を除く。）の室内設定温度の適正化（30℃以上の場合に限
る。）が、全エレベーター機械室数及び全電気室数に対して、ど
の程度の割合で実施されているか。
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